
「土岐市こども計画（案）」のパブリックコメントについて 

 

①概要 

市では、第２期土岐市子ども・子育て支援事業計画が令和６年度をもって計画期間を満

了することに伴い、社会情勢の変化や国の法制度の変更、本市の状況や当該計画の進捗状

況を踏まえるとともに、こどもの健やかな育ちと保護者の子育て、こども・若者に対する

横断的な支援を社会全体で支援する環境の整備、近年社会問題化しているこどもの貧困対

策についても総合的に推進していくために、「こども大綱」等に基づき、新たに「土岐市こ

ども計画（案）」を取りまとめました。計画策定にあたり、案を公表し市民等の意見を伺う

ものです。 

 

②案及び関連資料名 

土岐市こども計画（案） 

 

③意見募集期間 

令和６年１２月２７日（金）～令和７年１月１７日（金） 

 

④意見を提出できる方 

市内に在住・在勤・在学の方、市内に事業所を有する個人及び法人その他の団体 

 

⑤閲覧方法・場所等 

市こども家庭課窓口、市内各支所、市保健センター、市児童館、市児童センター、 

市ホームページ 

 

⑥意見の提出方法 

 ①市こども家庭課へ直接持参 

 ②インターネットフォーム 

 ③市こども家庭課へ郵送 

 ④市こども家庭課へＦＡＸ 

 ⑤市こども家庭課へＥメール 

 ※様式は自由だが、題目を「土岐市こども計画（案）についての意見」として、意見提

出者の住所、氏名、電話番号（法人その他の団体にあっては、所在地、名称、代表者

名及び電話番号）を明記。 

 

⑦意見の取り扱い 

提出された意見を参考にし、必要に応じて計画の内容について修正等を行う。また意見

に対する市の考え方及び修正内容を市ホームページにて公表する。 

なお、意見に対する個別の回答は行わない。 

 

●結果 

 提出された意見は裏面のとおり 
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岐
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土岐市こども計画（概要） 
 

１ 計画策定の位置づけ 

本計画は、「第二期子ども・子育て支援事業計画（令和 2 年度～令和 6 年度）」の次

期計画の策定に際し、こども基本法第 10 条の規定により国の既存大綱に基づく「こど

も・若者計画」及び「子どもの貧困対策に関する計画」を一体化した計画です。市は、

すべてのこどもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、

本計画に基づき、こども政策を総合的に推進します。 

 

２ 計画の期間 

  令和７年度から令和１１年度までの５年間 

 

３ 基本理念 

  守ろう 笑顔 育てよう 豊かなこころ みんなでつなぐ ときの未来 

 

４ 施策の体系 

基本目標 基本施策 

１ 子育てしやすい環境づく

り・サービスの充実 

（１）相談支援体制の充実 

（２）こどもの安全・安心の確保 

（３）幼稚園教諭・保育士・保育教諭の確保と資

質向上 

（４）教育・保育施設、子育て支援施設の整備 

２ 子育て当事者への支援 （１）子育て世帯への経済的支援 

（２）分かりやすい子育て情報の提供 

（３）子育て講座・教室の充実 

３ 配慮を必要とするこども

や家庭への支援 

（１）障がい児福祉の推進・強化 

（２）児童虐待防止の強化 

（３）ひとり親家庭等の支援の推進 

（４）こどもの貧困対策 

（５）外国人家庭への支援 

４ こどものすべてのライフ

ステージにおける施策の

推進 

（１）こどもを生み育てることができる社会の推

進【こどもの誕生前から幼児期まで】 

（２）こどもが成長できる社会の推進【学童期・

思春期】 

（３）若者が自立できる社会の推進【青年期】 
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５ 計画の構成             ※計画（案）のページ数を表しています。 
 
第１章 計画の基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３ 
１ 計画策定の背景と趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３ 
２ 計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４ 
３ 計画の法的根拠と位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４ 
４ こども大綱に沿った計画策定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５ 
５ ＳＤＧｓとの関連について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６ 
 
第２章 こども・子育てを取り巻く現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９ 
１ 土岐市のこども・子育てを取り巻く現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９ 
２ アンケート調査結果概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２１ 
 
第３章 計画の基本理念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３７ 
１ 計画の基本理念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３７ 
２ 基本的な視点・目指す姿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３８ 
３ 施策の体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３９ 
４ 計画の成果指標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４０ 
 

第４章 子育て関連施策の展開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４３ 
１ 基本目標１．子育てしやすい環境づくり・サービスの充実・・・・・・・・・・Ｐ４３ 
２ 基本目標２．子育て当事者への支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４６ 
３ 基本目標３．配慮を必要とするこどもや家庭への支援・・・・・・・・・・・・Ｐ４８ 
４ 基本目標４．こどものすべてのライフステージにおける施策の推進・・・・・・Ｐ５２ 
 
第５章 量の見込みと確保方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５７ 
１ 教育・保育提供区域の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５７ 
２ 目標事業量の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５７ 
３ 量の見込みと確保の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６０ 
 
第６章 教育・保育施設の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７５ 
１ 施設の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７５ 
２ 教育・保育施設について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７５ 
３ 児童館・児童センターについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８２ 
 
第７章 計画の推進体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８７ 
１ 計画の推進に向けて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８７ 
２ 計画進捗・評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８７ 
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